
同じ保護者に扶養されている兄弟姉妹がいますか？

はい

高校等※（全日制・定時制・通信制・専攻科）に在学している
兄・姉がいますか？

はい いいえ

兄・姉は２３歳以上ですか？

はい

いいえ

高校等※（全日制・定時制）に
在学していますか？

はい いいえ

いいえはい

いいえ

区分
１

区分
１

区分
１

区分
２a

区分
２a★

区分
２b☆

兄弟姉妹は１５歳以上２３歳未満
ですか？（弟・妹が中学生以下の場合は
「いいえ」に進んでください。）

※高校等とは…高等学校、中等教育学校（後期課程）、高等専門学校（第１学
年～第３学年）、専修学校（高等課程）、専修学校（一般課程）または
各種学校の一部を指します。

2a★…兄・姉の高等学校等の在学証明書の提出が必要です。
2b☆…弟・妹が高等学校等（通信制）に在学する場合は、弟・妹の高等学校等の

在学証明書の提出が必要です。

○ 家計急変制度


